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【手続補正書】
【提出日】平成29年9月26日(2017.9.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の副画素で一つの画素が構成され、前記画素が２次元に配列した画素領域を有し、
　前記複数の副画素の少なくとも一つは、複数の発光層が並置されており、
　前記複数の発光層は、それぞれが量子ドット材料を含んで構成され、かつ発光波長のピ
ーク位置が互いに異なることを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記画素は、赤色に対応する第１の副画素と、緑色に対応する第２の副画素と、青色に
対応する第３の副画素を含み、
　前記第１の副画素と前記第２の副画素は前記発光層の上方にカラーフィルタが設けられ
、
　前記第３の副画素にはカラーフィルタが設けられていないことを特徴とする請求項１に
記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記複数の副画素は、前記複数の発光層が並置されている第１の副画素と、量子ドット
材料を含む発光層を１つ備えた第２の副画素とを含むことを特徴とする請求項１に記載の
画像表示装置。



(2) JP 2016-76327 A5 2017.11.9

【請求項４】
　前記第２の副画素は、青色の発光をし、且つカラーフィルタが設けられていないことを
特徴とする請求項３に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記副画素は、第１の電極と第２の電極との間に、第１の発光層及び第２の発光層が並
置され、
　前記第１の電極は、第１のトランジスタのソース・ドレイン電極に接続し、
　前記第２の電極は、前記複数の副画素に跨って配置され、共通電位が印加されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記第１の電極は光反射面を有し、前記第２の電極は透光性を有することを特徴とする
請求項５に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　前記副画素は、第１の電極と第２の電極との間に設けられた第１の発光層と、第３の電
極と前記第２の電極との間に設けられた第２の発光層とを有することを特徴とする請求項
１に記載の画像表示装置。
【請求項８】
　前記第１の電極及び前記第３の電極は光反射面を有し、前記第２の電極は透光性を有す
ることを特徴とする請求項７に記載の画像表示装置。
【請求項９】
　前記第１の電極、前記第２の電極及び前記第３の電極のぞれぞれは、個別に電位が制御
されることを特徴とする請求項７に記載の画像表示装置。
【請求項１０】
　前記第１の電極は、第１のトランジスタのソース・ドレイン電極に接続し、
　前記第３の電極は、第２のトランジスタのソース・ドレイン電極に接続し、
　前記第１のトランジスタのゲート電極には、第１の映像信号線から供給される第１の映
像信号が入力され、
　前記第２のトランジスタのゲート電極には、第２の映像信号線から供給される第２の映
像信号が入力されることを特徴とする請求項７に記載の画像表示装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　図３は、一つの画素１２６ａに、第１の副画素１２７ａ、第２の副画素１２８ａ、第３
の副画素１２９ａが含まれている構成を示す。例えば、第１の副画素１２７ａを赤色に対
応する副画素、第２の副画素１２８ａを緑色に対応する副画素、第３の副画素１２９ａを
青色に対応する副画素とすることができる。副画素はこれらの色に対応するものだけでな
く、前述する色の中間色に対応する副画素や、白色に対応する副画素を追加が追加されて
一つの画素が構成されてもよい。このように一つの画素を発光色の異なる複数の副画素で
構成することによりカラー表示をすることができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　発光素子１０２ａと第１のトランジスタ１３６との間には層間絶縁層が設けられている
。図４では、発光素子１０２ａと第１のトランジスタ１３６との間に層間絶縁層１４２が
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設けられている。層間絶縁層１４２は、一層又は複数の層で形成されていればよく、図４
の例ではゲート電極１５０とソース・ドレイン電極１４４との間、ソース・ドレイン電極
１４４と配線１４０との間、および配線１４０と第１の電極１０４との間に設けられてい
る態様を示す。発光素子１０２ａの第１の電極１０４は、第１のコンタクト部１３０にお
いて第１のトランジスタ１３６と接続されている。第１のコンタクト部１３０は、層間絶
縁層１４２を貫通するコンタクトホールが設けられ、第１のトランジスタ１３６のソース
・ドレイン電極１４４と電気的に接続されている。第１の副画素１２７ａにおけるこのよ
うな構成は、第２の副画素１２８ａ及び第３の副画素１２９ａでも同様であり、それぞれ
の副画素の第１の電極は副画素に接続されることにより個別に発光が制御される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　以上のように、本実施形態によれば、量子ドットを用いて発光層を形成することにより
、中間電極を挟んで当該発光層を積層させることができる。その場合において、中間電極
に相当する第２の電極は、各副画素で個別の電極とすることができる。そのため、第１の
電極と第３の電極との間に複数の発光層を、量子ドットを用いて形成し、各発光層の間に
別途第２の電極を設けることにより、各発光層にかかる電界強度を制御して、発光強度を
調節することができる。また、量子ドットを用いて、発光波長帯域の異なる複数の発光層
を積層させることにより、白色発光素子とすることができるので、光出射面にカラーフィ
ルタを設けることで、カラー表示をすることができる。このため、発光層を画素（各副画
素）ごとにパターニングする必要がなく、工程の簡略化が容易となる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　第１の副画素１２７ｂは、第１の電極１０４、第２の電極１０８及び第３の電極１１２
が設けられている。第１の電極１０４、第２の電極１０８及び第３の電極１１２は、第１
の副画素１２７ｂに属する個別電極として設けられている。この電極構成は、第２の副画
素１２８ｂ及び第３の副画素１２９ｂについても同様である。すなわち、第１の実施形態
における画素の構成との相違は、第３の電極１１２が各画素共通の電極ではなく、各副画
素に対応して個々に設けられている点にある。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８０】
　図１０に示す画素１２６ｃは、白色光を出射する発光素子とカラーフィルタとの組み合
わせを基本とするが、青色に対応する第３の副画素１２９ｃに対してはカラーフィルタ１
５６ｃを設けない構成としてもよい。すなわち、第３の副画素１２９ｃは、第１の発光層
１０６が青色光の帯域を発光するものであるとすれば、補色の関係にある黄色光を発光す
る第２の発光層１１０を省略することができる。本実施形態によれば、第１の発光層１０
６は量子ドットを用いて設けられるので、発光スペクトルの半値幅が狭く、色純度の高い
青色発光が可能であるため、カラーフィルタを用いなくても色純度が低下することはない
。むしろ、青色に対応する波長帯域の光を発光する第１の発光層１０６の発光効率が低い
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場合でも、当該発光層から出射される光がカラーフィルタで吸収され減衰するのを防ぐこ
とができるので、光の有効利用を図ることができる。それにより、第３の副画素１２９ｃ
における第１の発光層１０６の発光強度を低くすることができ、発光素子の劣化を抑制す
ることができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９２】
＜発光素子の構造＞
　図１３は、本発明の一実施形態に係る画像表示装置の画素を構成する発光素子１０２ｄ
の構成を示す。発光素子１０２ｄは、第１の発光層１０６が第１の電極１０５と第２の電
極１０９との間に設けられ、第２の発光層１１０が第３の電極１１３と第２の電極１０９
との間に設けられている。すなわち、発光素子１０２ｄは、第２の電極１０９を共通とし
、第１の電極１０５が第１の発光層１０６に対応し、第３の電極１１３が第２の発光層１
１０に対応して設けられている。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９５】
　発光素子１０２ｄの光出射方向は、電極の構成によって決めることができる。例えば、
発光素子１０２ｄにおいて、第２の電極１０９が透光性の電極であり、第１の電極１０５
、第３の電極１１３が光反射性電極であると、透光性電極とされた第２の電極１０９側か
ら第１の発光層１０６及び第２の発光層１１０で発光した光を出射させることができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４】

【手続補正１０】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図６】

【手続補正１１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図７】

【手続補正１２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図８】

【手続補正１３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１０】

【手続補正１４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１１】

【手続補正１５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１２】

【手続補正１６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１４】

【手続補正１７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１５】

【手続補正１８】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１６
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【図１６】
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